
 

 

以下の 3 点を用意して、転入手続きに西原小学校へお越し下さい。 

○入学通知書 

＊市民課（柏市役所庁舎内１Ｆ）にて「住所変更の届け出」を済ませましたら、下記１

～３のいずれかの方法で西原小学校への転入手続きを行ってください。 

 

柏市沼南庁舎内２Ｆ、教育委員会学校教育課において転入手続きを行う。

 

柏市役所庁舎内１Ｆフロア、学校教育窓口において転入手続きを行う。 

 

柏市役所各出張所において転入を行う。 

※学区外通学や区域外通学（流山市から）などの場合は、教育委員会

の判断を要するため、必ず、 １の手続きをお願いいたします。 

 

手続きが済みますと「入学通知書」が渡されます。 

所 在 地 

柏 市 役 所 柏市柏５丁目１０番１号 ０４（７１６７）１１１１<代表> 

柏市沼南庁舎 柏市大島田４８番地１ ０４（７１９１）１１１１<代表> 

西原小学校へは、前校から渡された書類（在学証明書・教科書給与証明書など）と上

記の入学通知書をご持参のうえ、お越しください。教科書給与証明書の確認が済み

次第、必要となる新しい教科書を手配いたします。 

 

  ①柏市教育委員会発行の入学通知書 

  ②前の学校で発行された在学証明書 

  ③前の学校で発行された教科書給与証明書 

 

 ※学校にお越しいただく前に、 転入の旨をお電話いただけると助かります。 

西原小学校 ＴＥＬ ０４（７１５２）３５５７ 

転入手続 


